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平成２２年１月２８日

東急バス不当労働行為再審査事件

（平成２０年（不再）第３８号）命令書交付について

中央労働委員会第一部会（部会長 諏訪康雄）は、平成２２年１月２７日、標記事件に係る命令書を

関係当事者に交付したので、お知らせします。

命令の概要等は、次のとおりです。

～組合員に対する残業割当てが差別的であり、不当労働行為

に当たるとして、不利益分の支払いが命じられた事例～

組合員９名について、他の乗務員と差別して残業の割当てをした会社の行為は、不利益取

扱い及び支配介入の不当労働行為に該当するとし、会社に対し、将来にわたる残業差別の禁

止を命じるとともに、過去の残業差別による不利益を救済するため、組合員８名に対するバ

ックペイを命じた。

Ⅰ 当事者

再審査申立人 東急バス株式会社(以下「会社」)（東京都目黒区）

従業員数1800名（平成17年3月31日現在）

再審査被申立人 全労協全国一般東京労働組合（以下「組合」）（東京都千代田区）

組合員数 約4000名（平成17年12月28日現在）

個人被申立人である組合員１３名

Ⅱ 事案の概要

本件は、会社が、①組合員１３名に対して、残業扱いとなる乗務（以下「増務」）の割当て

に当たって、他の乗務員と比して差別的な取扱いを行ったこと、②平成１７年度に組合員２名

を１５年無事故表彰から外したことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件で

ある。

初審東京都労働委員会は、増務の割当てに当たって、会社が組合員１３名のうち１２名に対

して行った行為は不当労働行為に当たると認定し、会社に対して、①増務の割当てに関する差

別の禁止、②組合員９名に対するバックペイ、③文書の交付・掲示を命じ、組合員２名につい

て１年を経過した事実にかかる申立てを却下し、その余の申立てを棄却したところ、会社は、

これを不服として、再審査を申し立てたものである。

Ⅲ 命令の概要

１ 主文

中央労働委員会事務局第一部会担当審査総括室

審査官 櫻井 惠治
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(1) 初審命令主文のうち、組合員３名にかかる救済申立てを認容した部分を取消し、同人

らの救済申立てを棄却する。

(2) 主文第２項を変更する（バックペイの対象者から、上記(1)で救済申立てを棄却した

組合員１名を除く内容に変更）。

(3) 主文第３項を変更する（交付・掲示する文書から、上記(1)で救済申立てを棄却した

組合員３名を除く内容に変更）。

(4) 本件再審査申立てのうち、組合員１名にかかる再審査申立てを却下する。

(5) その余の本件再審査申立てを棄却する。

２ 判断の要旨

(1) 不当労働行為の成否

組合員のうち９名については、差別の開始を主張する前と後で増務が減少したり、本件

審査対象期間において、増務を希望しているにもかかわらず増務が相当程度低い水準にと

どまり、乗務員全体の平均と有意な格差が存在する。また、同９名に対する会社の対応を

みると、営業所長らの同人らに対する言動は、本社からの指示で増務はさせられない旨、

またバス労組でないから外した旨述べるものであったりするなど、いずれも会社の差別的

意図の存在を窺わせるものであるところ、会社は、これに対する合理的な説明を行ってい

るとはいえない。

加えて、本件審査対象期間において、組合員が在籍していない営業所においては、５割

程度の乗務員が月３０時間以上の増務を行い、７割を超える乗務員が月２０時間以上の増

務を行っているのに対して、組合員については、３０時間以上はもとより、２０時間以上

を超えて増務を行った者は一人も存在せず、組合員の月平均増務時間は１０時間にも満た

ず、組合員と全体の乗務員の間には不自然な格差が認められること、さらに会社と組合の

間には厳しい労使対立が存在すること、会社の組合員に対する差別的意図の存在が窺われ

ることを併せ考えると、組合員９名に対して他の乗務員と差別して増務を割り当てなかっ

た会社の行為は、労組法第７条第１号の不利益取扱いの不当労働行為に該当し、これによ

って組合の弱体化を企図したものであり、労組法第７条第３号の支配介入の不当労働行為

にも該当する。

(2) 救済方法

上記(1)の組合員９名について、増務割当てにかかる差別の禁止を命じることとし、同

９名のうち、差別の開始を主張する時点前後で増務時間が減少したことの立証がない１

名を除く８名については、増務差別によって被った不利益を是正するため、バックペイ

を命じるものとする。

(3) 再審査申立ての却下

再審査被申立人である組合員１３名のうち、初審において救済申立てが棄却されてい

る１名については、再審査において判断するには及ばないことから、同人にかかる再審

査申立てを却下する。

【参考】

本件審査の概要

初審救済申立日 平成１７年１２月２８日（東京都労委平成１７年（不）第１０２号）

初審命令交付日 平成２０年１０月１日

再 審 査 申 立 日 平成２０年１０月１０日


